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主 文

１ 被告らは，原告に対して，別紙明渡目録中の各被告に対応する建物を明

渡すとともに，別紙損害金目録中の各被告に対応する金員を支払え。

２ 訴訟費用は被告らの負担とする。

３ この判決は，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

主文同旨。

第２ 事案の概要

本件は，原告が被告らに対して，所有権に基づいて別紙明渡目録１～４各記載

の建物の明渡しを求めるとともに，占有権原を喪失した日の次の日である平成１

９年４月１日から上記各明渡済みまで不法行為に基づいて損害金（被告部落解放

同盟大阪府連合会Ａ支部につき使用料相当額月額５万４１１６円，その消費税相

当額月額２７０５円，光熱費相当額月額５８０２円の月額合計６万２６２３円，

被告部落解放同盟大阪府連合会Ｂ支部につき使用料相当額月額５万２０６３円，

その消費税相当額月額２６０３円，光熱費相当額月額５２４３円の月額合計５万

９９０９円，被告部落解放同盟大阪府連合会Ｃ支部につき使用料相当額月額５万

９０５５円，その消費税相当額月額２９５２円，光熱費相当額７６９９円の月額

合計６万９７０６円，被告部落解放同盟Ｄ支部につき使用料相当額月額７万１５

５３円，その消費税相当額月額３５７７円，光熱費相当額６２５２円の月額合計

８万１３８２円）の支払を求める事案である。

１ 前提事実（争いのない事実並びに証拠（後掲）及び弁論の全趣旨により容易

に認められる事実。なお，書証番号は特記しない限り枝番を含む。）

(1) 被告らについて

ア 被告落解放同盟大阪府連合会Ａ支部（以下「被告Ａ支部」という。）は，

大阪市立Ａ人権文化センター（以下「Ａセンター」という。）内に支部事
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務所を設置し，部落差別から部落民衆を完全に解放することを目的とし，

その目的を達成するため上部機関の指導を受け，部落解放同盟の綱領・規

約を承認する同盟員で構成される権利能力なき社団である（弁論の全趣

旨）。

イ 被告部落解放同盟大阪府連合会Ｂ支部（以下「被告Ｂ支部」という。）

は，大阪市立Ｂ人権文化センター（以下「Ｂセンター」という。）内に支

部事務所を設置し，部落の完全解放・真に人権が確立された民主社会の実

現を図ることを目的とし，大阪市Ｂ区を拠点として，その目的を達成する

ために活動する部落住民・部落出身者で構成する権利能力なき社団である

（弁論の全趣旨）。

ウ 被告部落解放同盟大阪府連合会Ｃ支部（以下「被告Ｃ支部」という。）

は，大阪市立Ｃ人権文化センター（以下「Ｃセンター」という。）内に支

部事務所を設置し，封建的身分差別とそれに伴う悲惨な生活状態から部落

大衆を完全に解放することを目的とし，大阪市Ｃ区を拠点として，部落解

放同盟の綱領・規約を承認する支部員によって構成される権利能力なき社

団である（弁論の全趣旨）。

エ 被告部落解放同盟Ｄ支部（以下「被告Ｄ支部」という。）は，大阪市立

Ｄ人権文化センター（以下「Ｄセンター」という。なお，以下，Ａセンタ

ー，Ｂセンター及びＣセンターと併せて「本件各センター」という。）内

に支部事務所を設置し，部落差別の解消及び真に人権が確立された民主社

会の実現を図ることを目的とし，大阪市Ｄ区を拠点として，その目的を達

成するために活動する部落住民・部落出身者で構成する権利能力なき社団

である（弁論の全趣旨）。

オ 部落解放同盟大阪府連合会（以下「大阪府連」という。）は，被告Ａ支

部，被告Ｂ支部，被告Ｃ支部及び被告Ｄ支部（以下，被告ら各支部を「被

告ら」と総称することがある。）の上部組織である（弁論の全趣旨）。



3

(2) 隣保館，解放会館及び本件各センターについて（甲１８，弁論の全趣旨）

ア 隣保館・市民館は，同和地区及びその周辺地域の住民を含めた地域社会

全体の中で，福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に

密着した福祉センター（コミュニティーセンター）として，生活上の各種

相談事業をはじめ社会福祉等に関する総合的な事業及び人権・同和問題に

対する理解を深めるための活動を行い，もって，地域住民の生活の社会的，

経済的，文化的改善向上を図るとともに，人権・同和問題の速やかな解決

に資することを目的として設置された施設である。

イ 隣保館・市民館は，昭和４５年４月に制定された大阪市同和地区解放会

館条例（大阪市昭和４５年３月３１日条例１８号。甲５の１。大阪市人権

文化センター条例の平成１２年４月１日条例４３号による改正前のもの。

以下「解放会館条例」という。）によって，大阪市立同和地区解放会館

（以下「解放会館」という。）に名称が改められた。

解放会館の目的は，「基本的人権尊重の精神に基づき，同和地区住民の

社会的，文化的，経済的生活の向上を図り，同和問題のすみやかな解決に

資すること」であり（解放会館条例２条），解放会館は，その目的を達成

するために「(1) 同和問題の調査，研究及び啓蒙に関すること，(2) 地

区住民の各種講習，相談及び指導に関すること，(3)地区住民の自主的，組

織的活動の促進に関すること，(4)地区住民並びに関係機関及び団体との連

絡調整に関すること」等の事業を行う（同条例３条）。

ウ 解放会館は，解放会館条例が平成１２年４月１日条例４３号によって大

阪市立人権文化センター条例（甲６の１。以下「人権文化センター条例」

という。）に改正されたことに伴い，その名称が解放会館から，大阪市立

人権文化センター（以下「人権文化センター」という。）に変更された。

人権文化センターの目的は，「基本的人権尊重の精神に基づき，歴史的

社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地域の住民の福
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祉の向上並びに市民に対する人権啓発の推進及び市民交流の促進を図り，

もってすべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与すること」であり

（人権文化センター条例２条。），人権文化センターは，その目的を達成

するために「(1) 地域住民の自立支援及び自主的活動の促進に関すること，

(2)人権啓発及び人権に係る調査研究に関すること，(3) 市民交流の促進

に関すること」等の事業を行う（同条例３条）。

エ 本件各センターは，人権文化センター条例１条に基づいて設置された施

設であり，行政財産であり，原告が所有している（争いのない事実）。

(3) 別件訴訟に至る経緯

ア 被告Ａ支部について

(ア) 被告Ａ支部は，平成１２年９月ころ，大阪市長に対して，別紙明渡

目録記載１の建物（Ａセンターの１階事務室部分（３７．７３㎡）であ

り，以下「本件事務室部分１」という。）について，使用目的を被告Ａ

支部のための事務所として，行政財産使用許可申請を行い，大阪市長は，

同年１０月ころ，同申請に対して，地方自治法（平成１８年法律５３号

による改正前のもの。）２３８条の４第４項に基づいて，目的外使用許

可をした。被告Ａ支部は，これ以降定期的に同申請を行い，大阪市長は，

使用期間を１年間とする目的外使用許可を平成１９年３月３１日まで更

新（継続）した（弁論の全趣旨）。

(イ) 被告Ａ支部は，同年２月２３日，大阪市長に対して，本件事務室部

分１について，使用目的を被告Ａ支部のための事務所として，使用期間

を平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までとする行政財産使

用許可申請を行ったが，大阪市長は，平成１９年３月２２日，地方自治

法２３８条の４第７項に基づき，同申請を不許可とする処分をした（甲

５の１，８の１）。

(ウ) 被告Ａ支部は，平成１９年７月２日，上記不許可処分の取消しを求
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める訴訟（以下，後記のとおり，被告Ａ支部以外の被告らが提起した行

政財産使用不許可処分取消請求訴訟と併せて，「別件訴訟」という。）

を提起した（顕著な事実）。

イ 被告Ｂ支部について

(ア) 被告Ｂ支部は，平成１２年９月ころ，大阪市長に対して，別紙明渡

目録記載２の建物（Ｂセンターの２階事務室部分（４０．３５㎡）であ

り，以下「本件事務室部分２」という。）について，使用目的を被告Ｂ

支部のための事務所として，行政財産使用許可申請を行い，大阪市長は，

同年１０月ころ，同申請に対して，地方自治法（平成１８年法律５３号

による改正前のもの。）２３８条の４第４項に基づいて，目的外使用許

可をした。被告Ｂ支部は，これ以降定期的に同申請を行い，大阪市長は，

使用期間を１年間とする目的外使用許可を平成１９年３月３１日まで更

新（継続）した（弁論の全趣旨）。

(イ) 被告Ｂ支部は，同年２月２１日，大阪市長に対して，本件事務室部

分２について，使用目的を被告Ｂ支部のための事務所として，使用期間

を平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までとする行政財産使

用許可申請を行ったが，大阪市長は，平成１９年３月２２日，地方自治

法２３８条の４第７項に基づき，同申請に対する不許可処分をした（甲

５の２，８の２）。

(ウ) 被告Ｂ支部は，平成１９年７月２日，上記不許可処分の取消しを求

めて，別件訴訟を提起した（顕著な事実）。

ウ 被告Ｃ支部について

(ア) 被告Ｃ支部は，平成１２年９月ころ，大阪市長に対して，別紙明渡

目録記載３の建物（Ｃセンターの３階事務室部分（５９．６４㎡）であ

り，以下「本件事務室部分３」という。）について，使用目的を被告Ｃ

支部のための事務所として，行政財産使用許可申請を行い，大阪市長は，
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同年１０月ころ，同申請に対して，地方自治法（平成１８年法律５３号

による改正前のもの。）２３８条の４第４項に基づいて，目的外使用許

可をした。被告Ｃ支部は，これ以降定期的に同申請を行い，大阪市長は，

使用期間を１年間とする目的外使用許可を平成１９年３月３１日まで更

新（継続）した（弁論の全趣旨）。

(イ) 被告Ｃ支部は，同年３月１日，大阪市長に対して，本件事務室部分

３について，使用目的を被告Ｃ支部のための事務所として，使用期間を

平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までとする行政財産使用

許可申請を行ったが，大阪市長は，平成１９年３月２２日，地方自治法

２３８条の４第７項に基づき，同申請に対する不許可処分をした（甲５

の３，８の３）。

(ウ) 被告Ｃ支部は，平成１９年７月２日，上記不許可処分の取消しを求

めて，別件訴訟を提起した（顕著な事実）。

エ 被告Ｄ支部について

(ア) 被告Ｄ支部は，平成１２年９月ころ，大阪市長に対して，別紙明渡

目録記載４の建物（Ｄセンターの１階事務室部分（６４．９６㎡）であ

り，以下「本件事務室部分４」といい，本件事務室部分１～３と併せて

「本件各事務室部分」という。）について，使用目的を被告Ｄ支部のた

めの事務所として，行政財産使用許可申請を行い，大阪市長は，同年１

０月ころ，同申請に対して，地方自治法（平成１８年法律５３号による

改正前のもの。）２３８条の４第４項に基づいて，目的外使用許可をし

た。被告Ｄ支部は，これ以降１年ごとに同申請を行い，大阪市長は，使

用期間を１年間とする目的外使用許可を平成１９年３月３１日まで更新

（継続）した（弁論の全趣旨）。

(イ) 被告Ｄ支部は，同年２月２８日，大阪市長に対して，本件事務室部

分４について，使用目的を被告Ｄ支部のための事務所として，使用期間
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を平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までとする行政財産使

用許可申請を行ったが，大阪市長は，平成１９年３月２２日，地方自治

法２３８条の４第７項に基づき，同申請に対する不許可処分（以下，被

告Ａ支部，被告Ｂ支部及び被告Ｃ支部に対する上記各不許可と併せて

「本件各不許可処分」という。）をした（甲５の４，８の４）。

(ウ) 被告Ｄ支部は，平成１９年７月２日，上記不許可処分の取消しを求

めて，別件訴訟を提起した（顕著な事実）。

オ 本件各不許可処分の理由は，「人権文化センターにおける貴支部事務所

による行政財産の使用については，平成１２年４月に人権文化センター条

例が施行された後，その前身である解放会館当時から使用されてきたとい

う歴史的経緯に鑑み，平成１２年１０月より暫定的に目的外使用許可を行

ってきた。しかしながら，人権文化センター条例施行後７年近くが経過し

ており，平成１７年度定期監査等結果報告において本市監査委員からは

『広く一般の利用に供する市民利用施設という性質に鑑み，使用許可の見

直しについて早急に検討されたい』との意見，また，昨年８月，『大阪市

地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会』の提言において『外部へ

の移転』との方向が示された。こうした意見を踏まえ，広く一般の利用に

供する市民利用施設という性格に鑑み，特定の団体事務所に対する使用許

可について見直すこととし，平成１９年度は行政財産の目的外使用許可は

行わない。」というものであった（乙３～６）。

(4) 本件訴訟に至る経緯

ア 被告らは，本件各不許可処分を受けた後もそれぞれ本件各事務室部分を

占有している（争いのない事実）。

イ 原告は，被告らに対して，平成１９年４月１２日及び１３日に口頭によ

り，また，同月２７日付けで文書により，同年５月３１日を期限として物

品等を搬出し，本件各事務室部分から退去することを求める旨の通知をし
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た（争いのない事実）。

ウ 原告は，平成１９年８月８日，被告らに対して，本件各事務室部分の明

渡し及び平成１９年４月１日から上記明渡済みまでの損害金の支払を求め

て（以下「本件明渡請求」という。）本件訴訟を提起した（顕著な事実）。

２ 争点

(1) 被告らに占有権原が認められるか否か。

(2) 本件各不許可処分が違法か否か。

(3) 原告の本件明渡請求が信義則違反か否か。

(4) 使用料相当額等の損害額。

３ 争点に対する当事者の主張

(1) 争点(1)（占有権原）について

［被告らの主張］

ア 大阪府連と原告は，平成１１年１０月１９日，同年１２月３日及び平成

１２年１月２０日に本件各事務室部分を被告らの支部事務所として使用す

ることについて協議した。これらの協議には，大阪府連側から大阪府連書

記長Ｅと書記次長Ｆが出席し，原告側から原告市民局人権部長Ｇ及び人権

課長Ｈが出席した。これらの協議を経て，大阪府連と原告は，解放会館条

例を改正し，これまでの無償使用を改め，本件各事務室部分を被告らの支

部事務所として使用料を支払って継続的に利用できること，そのような関

係にするために形式的に「目的外使用」という形態を用いることの合意を

した。被告らは，この合意に基づいて本件各センターの支部事務所の使用

範囲（本件各事務室部分）及びその使用料を原告との話合いにより確定し

た（以下，上記合意を含め「本件各合意」という。）。

このように被告らは，本件各合意に基づき本件各事務室部分を使用する

正当な権原を有している。

イ 原告は，本件各合意は，地方自治法（平成１８年法律第５３号による改
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正前のもの。）２３８条の４第１項に違反すると主張するが，以下のとお

り，本件各合意は適法である。

(ア) 地方自治法に優先する特別法である社会福祉法２条３項１１号は，

第二種社会福祉事業の１つとして，「隣保事業（隣保館等の施設を設け，

無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域におけ

る住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをい

う。）」を実施すると定めており，国は，隣保事業を行うために隣保館，

すなわち人権文化センターを設け，その近隣地域における福祉に欠けた

住民（これには被告らによる支援の対象としての住民という意味とこの

住民の代表ないし当事者団体としての被告らそのものを含む。）に対し，

無料又は低額な料金でこれを利用させ，当該住民ないしはその地域の生

活の改善と向上を図り，もって社会福祉の増進を期すものとされている

ことからすれば，行政財産について私権の設定が認められると解すべき

である。

(イ) 仮に，上記社会福祉法の適用がないとしても，公用又は公共用財産

について一切の私権の設定を禁止することは，財産の効率的な運用に支

障を来すこと，公法学会においても行政財産と普通財産の二元論に対す

る批判的な立場から議論が行われていること（乙３０，３１）からすれ

ば，行政財産と普通財産の区別は相対化しており，行政財産についても

原則として私権の設定を認め，その用途又は目的を妨げるような例外的

な場合にのみ私権の設定が禁止されると解すべきである。

(ウ) 地方自治法２３８条の４第２項４号は，行政財産のうち庁舎その他

の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地についてその床面積又は敷

地に余裕がある場合として政令で定める場合において，当該普通地方公

共団体以外の者に当該余裕がある部分を貸し付けることができると定め

ており，行政財産についての私権の設定を認めている。
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本件において，被告らは，原告との合意のもとに本件各事務室部分の

使用を継続し，人権文化センター条例施行後には，相応の使用料を支払

っている。そして，被告らの支部事務所として本件各事務室部分を使用

していることが原告の業務の支障になっている事実は存在せず，今後，

原告がこれを事業の遂行に関し直接使用することが確実であるという事

情もない。また，被告らの支部事務所として本件各事務室部分を利用す

ることは本件各センターの目的及び事業を遂行し，その有効活用のため

には不可欠である。以上からすれば，被告らの支部事務所として本件各

事務室部分についての使用関係は，地方自治法２３８条の４第２項４号

に基づくものであり，適法な私権の設定というべきである。

(エ) したがって，本件各合意は適法である。

［原告の主張］

ア 原告は，大阪府連との間において，被告らの主張するような本件各合意

はしていない。

イ 人権文化センターは，地方自治法２４４条の規定及び人権文化センター

条例の規定から，「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供する

ための施設」すなわち公の施設であるから，財産管理者たる大阪市長とし

ては，その設置目的に沿って適切に管理しなければならない。そして，公

の財産も行政財産であるから，地方自治法（平成１８年法律第５３号によ

る改正前のもの。）２３８条の４により，原則として，貸付や私権の設定

等をすることができず，その用途又は目的を妨げない限度においてその使

用を許可することができるにとどまる。

そうだとすれば，被告らが主張する本件各合意は，同法２３８条の４第

１項に違反した違法無効なものであり，本件各合意は，占有権原にはなり

得ない。

(2) 争点(2)（本件各不許可処分が違法か否か）について
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［被告らの主張］

原告の本件明渡請求は，本件各不許可処分が適法であることを前提とする

が，以下のとおり，本件各不許可処分は，違法無効であるから，本件明渡請

求は，その前提要件を欠き，理由がない。

ア 本件各不許可処分が本件各合意に反すること

行政行為に行政庁の効果裁量が認められている場合に行政庁がある行政

行為をすると私人と約束をしたときには，法律が行政庁に裁量権を認めた

趣旨に反しない限り，契約としての法的拘束力が認められると解すべきで

ある（以下「確約の法理」という。）。そして，一般に行政財産の目的外

使用許可については，行政庁に裁量権限があると解されることからすれば，

原告ないし大阪市長がかかる裁量権の行使として被告らとの間で行政財産

の使用合意をした場合には，当該合意は法的拘束力を有すると解すべきで

あり，これに反する当該行政財産についての目的外使用不許可処分は，違

法無効である。

前記のとおり，被告らと原告は，本件各不許可処分に先立ち本件各合意

をしており，これは適法であり，上記確約の法理が認められていることに

照らせば，本件各合意に反する本件各不許可処分は，違法無効である。

イ 本件各不許可処分が大阪市長の裁量権の逸脱濫用にあたること

(ア) 被告らの本件各センターの使用が目的内使用に該当し，本件各不許

可処分が地方自治法２４４条に違反すること

ａ 行政財産の使用について，当該行政財産の本来的効用ないし設置目

的に基づく使用については，同法２４４条が適用され，大阪市長は，

正当な理由がない限り，その使用許可をしなければならないと解すべ

きである。

ｂ 本件において，本件各センターは，基本的人権の尊重の精神に基づ

き，歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある
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地域の住民の福祉の向上並びに市民に対する人権啓発の推進及び市民

交流の促進を図り，もってすべての人の人権が尊重される社会実現に

寄与することにある（人権文化センター条例２条）。そして，被告ら

は，行政主体が責任をもって行う同和対策事業や人権擁護施策等を推

進する活動を継続的に行っている。そうだとすれば，「地区住民の大

多数で構成されている団体」である被告らの本件各事務室部分の利用

は，その設置目的に基づくものである。これに加えて，解放会館の設

置から人権文化センターの設置に至る歴史的経緯，人権文化センター

が社会福祉事業に基づく隣保事業の実施機関としての機能を併せ持ち

貸館のみを目的とする公共用財産とはその性質を異にすること，被告

らと原告担当者との間でなされてきた本件各合意までの経緯にも照ら

せば，被告らの本件各事務室部分の利用は，行政財産の目的内使用に

該当し，「公の施設」（同法２４４条）に関する使用として，正当な

理由がない限り，その使用が認められると解すべきである。

そうすると，原告は，上記正当な理由を主張，立証していない以上，

本件各不許可処分は，同法２４４条に反し，違法である。

ｃ この点，原告は，本件各事務室部分は，人権文化センター条例６条

の使用許可の対象となっていないことから，被告らの本件各事務室部

分の利用は，同法２３８条の４第７項の目的外使用許可に基づくと主

張する。

しかし，本件各センターの目的（人権文化センター条例２条）を達

成するためには，人権文化センター条例の別表２のように部屋やスペ

ースを単位時間当たりで使用させる事務が行われるだけでは不十分で

ある。また，同条例３条が定める本件各センターの事業は，地域住民

の自立支援及び自主的活動の促進，人権啓発及び人権に係る調査研究

に関すること，市民交流の促進に関すること，その他市長が必要と認
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める事業と定めており，これらの事業は，永続的な持続性が確保され

るべきことが予定されており，このような事業を同条例別表２に掲げ

る物件の貸館のみによって実現するのは不可能である。

したがって，本件各事務室部分が人権文化センター条例の使用許可

の対象となっていないことをもって，被告らの本件各事務室部分の利

用が地方自治法２３８条の４第７項の規律に服するとの原告の前記主

張は失当である。

(イ) 被告らの本件各事務室部分の利用が目的外使用に該当したとしても，

本件各不許可処分は，大阪市長の裁量権の逸脱濫用であること

ａ 行政財産は，広く一般の使用，利用に供され，住民の利便や公共の

要請に即応することが地方公共団体の住民の利益に合致し，地方公共

団体の財産運営にも資することが多いことからすれば，行政財産の目

的外使用許可について定めた地方自治法２３８条の４第７項の大阪市

長の裁量権の判断については，行政財産の目的適合型使用に該当する

場合には，同法２４４条２項，３項を適用ないし準用して，大阪市長

の裁量権は収縮されると解すべきである。したがって，行政財産の目

的適合型使用の場合には，大阪市長にその使用の許否の判断に裁量権

が認められるものの，その使用許可申請を拒否するには，正当な理由

を原告において主張立証しなければならないと解すべきである。

本件において，被告らの事務所として本件各事務室部分を利用する

ことは本件各センターの目的に適合することは前記のとおりであるか

ら，原告は，正当な理由なく被告らの使用許可申請を拒否することは

許されない。そして，原告は正当な理由について主張立証をしていな

い以上，本件各不許可処分は，裁量権を逸脱濫用したものであり，違

法である。

ｂ この点，原告は，別件訴訟において，最高裁平成１８年２月７日第
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三小法廷判決民集６０巻２号４０１頁（以下「平成１８年判決」とい

う。）を引用の上，本件各不許可処分は適法であると主張するが，以

下のとおり，本件各不許可処分は，考慮事項の評価の合理性を欠如し

ており，要考慮事項の考慮が不十分であり，大阪市長の裁量権を逸脱

濫用しており，違法というべきである。

（ａ）原告は，被告らが特定の運動団体であることを本件各不許可処分

の理由としている。しかし，被告らは，運動団体としての性格を有

するも，それと同時に人権文化センターの事業である「地域住民の

自立支援及び自主的活動」，「人権啓発及び人権に係る調査研究」，

「市民交流」（人権文化センター条例３条）を推進する団体である

ことからすれば，被告らが運動団体であることを強調する原告の主

張は，考慮事項の評価の合理性を欠いている。

（ｂ）本件各センターは，被差別部落地域ないし同和地区内に建築され

て設置されたものであり，原告と被告らは，その建築にあたり，地

区内住民の権利関係等錯綜する利害関係の調整を協調して行ってき

たものである。そして，被告らは，本件各センターの建築以来，本

件各センターを支部事務所として使用しており，原告は，本件各不

許可処分に至るまで，一度も被告らに対する退去要請や退去に向け

た協議をせず，また，上記の歴史及び実態も考慮せず，本件各不許

可処分をしている。これらに照らせば，本件各不許可処分は，要考

慮事項の考慮が不十分である。

（ｃ）原告は，本件各不許可処分の理由として，広く一般の利用に供す

る市民施設であることを強調しており，被告らが本件各センターの

効用を害したり，他者の利用を妨げているかのような主張をしてい

るとも思われる。しかし，被告らの本件各センターの利用によって

他の利用者の便益が害された，あるいは害されるおそれがあるとい
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う具体的な主張は全くないことからすれば，考慮事項の評価の合理

性を欠いている。

（ｄ）被告らと原告は，エセ同和行為廃絶，人権啓発などの人権領域に

関わる主要な団体や事業体に協調的に参画して具体的協議，会議，

企画，運営，行事，行動及び活動内容等の意思決定を行っており，

本件各事務室部分は，これらの活動の場としても利用されており，

大阪市長がこれらを考慮しなかったことは明らかであるから，要考

慮事項の考慮が不十分である。

（ｅ）被告らは，部落差別の解放を目的としている以上，被差別部落と

いう各地区内に支部事務所を設置することがその目的から不可欠で

あるが，被告らの中には本件各センター以外に各地区内にその支部

事務所として利用できる場所が官民問わず存在しない状況にあるも

のもある。そうだとすれば，本件各不許可処分は，被告らの存在意

義の否定にすら至るものであり，大阪市長がこれを考慮していない

ことは明らかであるから，要考慮事項の考慮が不十分である。

（ｆ）被告らは，長年にわたり何の問題もなく本件各センターの一部を

継続的に使用しており，目的外使用許可申請と同許可は形式的なも

のであったこと，人権文化センター条例に改正されるに当たっても

従来の解放会館条例時代と同様に明渡しを求めないとの説明がされ

ていたこと，原告から退去を求める意向が示されたり，協議したこ

とは全くないことなどの本件各不許可処分に至る経緯が認められる。

そして，平成１８年判決も「当該中学校の校長が職員会議を開いた

上で支障がないとし，いったんは口頭で使用を許可する意思を表示

した後に，市教育委員会が過去の右翼団体の妨害行為を例にあげて

使用させない方向に指導し，不許可処分するに至った」という経過

を裁量権の逸脱濫用の積極要素と解しており，本件各不許可処分に
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至る経過も平成１８年判決の経過と本質的な点で共通していること

からすれば，上記の本件の経過は，裁量権逸脱濫用の積極要素とな

る。

（ｇ）大阪市長は，大阪市地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員

会の提言及び平成１７年度定期監査等結果報告に基づいて本件各不

許可処分を行っている。しかし，同委員会は，市議会の政治情勢を

受けた市長の私的諮問機関にすぎない上に，上記提言及び結果報告

は，社会福祉の領域における当事者の位置付けや活動の検証とプロ

セスを一切排除してなされたものであり，大阪市長の裁量権の逸脱

濫用というべきである。

［原告の主張］

ア 被告らは，人権文化センター条例上，被告らが本件各事務室部分をその

支部事務所として利用することが認められるから，本件各不許可処分はこ

れらを侵害するものとして違法無効と主張するが，以下のとおり，被告ら

の上記主張は，失当である。

イ(ア) 人権文化センターは，住民の福祉を増進する目的をもってその利用

に供するための施設であり，「公の施設」（地方自治法２４４条）であ

り，人権文化センターを利用しようとする者は，指定管理者の許可を受

けることが必要であり（人権文化センター条例６条），その許可は，人

権文化センターの供用時間の範囲内（午前９時１５分から午後９時１５

分まで）において，同条例中の別表第２に掲げる人権文化センター内の

施設を使用する限りにおいて認められ，使用許可を受けた者は，使用料

を前納しなければならない（同条例１０条，同条例施行規則２条）。そ

して，人権文化センターは，公の施設であり，行政財産であるところ，

行政財産の管理に係る地方自治法２３８条の４は，適正かつ効率的な行

政財産の管理を期するという趣旨から，行政財産については，原則とし
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て貸し付けや私権の設定等することができず，その用途又は目的を妨げ

ない限度においてその使用を許可することができるとしている。

したがって，人権文化センター内の同条例別表第２に掲げる施設につ

いては，同条例が規定している許可がされ，それ以外の施設は，人権文

化センターの用途又は目的を妨げない限度において，地方自治法２３８

条の４第７項に基づく例外的な目的外使用許可が認められるにすぎない

と解される。

(イ) 本件において，被告らは，本件各事務室部分を被告らの支部事務所

として利用することを目的として使用許可申請書を提出しているところ，

①被告らが申請している本件各事務室部分は，人権文化センター条例中

の使用許可の対象となる施設とは異なる部分であること，②被告らの使

用許可申請は，人権文化センター条例６条に基づく使用許可の内容とし

ては認められることのない被告らの支部活動のための事務所スペースと

しての使用に係る申請であることからすれば，被告らの使用許可申請は，

地方自治法（平成１８年法律５３号による改正前のもの。）２３８条の

４第４項（ただし平成１９年３月１日以降の申請は同条７項。）に基づ

く行政財産の目的外使用許可の申請としてされたものといえる。これは，

「大阪市使用財産使用許可申請書について」（甲８）自体にも地方自治

法２３８条の４に基づく行政処分であることが明確に記載されているこ

とからも明らかである。

そうだとすれば，被告らの本件の目的外使用許可申請は，人権文化セ

ンター条例上の使用許可とは法的根拠を異にする地方自治法２３８条の

４第７項に基づくものである以上，同条例によって認められた何らかの

法的地位を有することを前提とする被告らの前記主張はそれ自体失当で

ある。

(3) 争点(3)（信義則違反）について
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［被告らの主張］

前記のとおり本件各不許可処分が違法であること，被告らが本件各事務室

部分をその支部事務所として継続して使用してきたという歴史的経緯，本件

各合意がされたこと，被告らにおいて現状の利用形態が継続することに対す

る合理的期待が高度に存していたことからすれば，原告の被告らに対する本

件明渡請求は，禁反言の法理を含む信義則に違反する。

［原告の主張］

被告らの主張は，本件各不許可処分が違法であることの根拠の１つとして，

信義則違反を主張するのか，被告らが主張する本件各合意を破棄することが

信義則違反であることを主張するのか明らかではないが，本件各不許可処分

が適法にされたこと，本件各合意がそもそも法律上認められないものである

ことからすれば，被告らの信義則違反の主張は失当である。

(4) 争点(4)（使用料相当額等の損害額）について

［原告の主張］

ア 使用料相当額の損害

平成１９年４月１日以降の被告らの不法占有によって，原告は，本件各

事務室部分を使用することができなくなっており，その損害は１月につき

本件事務室部分１については５万６８２１円，本件事務室部分２について

は５万４６６６円，本件事務室部分３については６万２００７円，本件事

務室部分４については７万５１３０円を下らない。すなわち，原告におけ

る行政財産の目的外使用に係る使用料は，大阪市財産条例（甲３，４）７

条１項の規定に基づいて算定しているところ，本件各事務室部分の１㎡あ

たりの使用料は，本件事務室部分１は１か月１４３４．３円，本件事務室

部分２は１か月１２９０．３円，本件事務室部分３は１か月９９０．２円，

本件事務室部分４は１か月１１０１．５円であり，これに被告らが占有し

ている本件各事務室部分の面積をそれぞれ乗じ（円単位未満を切り捨て），
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消費税を加えた額の損害が生じているというべきである。

イ 光熱費相当額の損害

平成１９年４月１日以降の被告らが本件各事務室部分を使用することに

よって，電気代，ガス代及び水道代（以下「光熱水費」という。）として，

本件事務室部分１については１か月５８０２円，本件事務室部分２につい

ては１か月５２４３円，本件事務室部分３については１か月７６９９円，

本件事務室部分４については１か月６２５２円を下らない額の損害が生じ

ている。具体的には，本件各事務室部分に係る光熱水費は，本件各センタ

ーの光熱水費の前年度実績，本件各事務室部分が本件各センターにおいて

占める面積割合（ホール部分等について特別な配慮をしたもの。）及び本

件各事務室部分の使用時間割合を基に算出したものである。

［被告らの主張］

原告の主張は争う。

第３ 争点に対する判断

１ 争点(1)（占有権原）について

被告らは，本件明渡請求に対する占有権原として本件各合意がされたことを

主張する。

しかし，地方自治法（平成１８年法律第５３号による改正前のもの。）２３

８条の４第１項は，行政財産は，同条２項に定めるものを除くほか，これを貸

し付けたり，これに私権を設定することはできないとし，同条３項は，これに

違反する行為を無効としている。したがって，仮に原告が，大阪府連及び被告

らとの間で，行政財産である本件各事務室部分を被告らに継続的に貸し付ける

ことを内容とする本件各合意をしたとしても，それは上記各条項に違反する無

効なものであり，本件各合意は，占有権原にはなり得ない。

これに対し，被告らは，社会福祉法２条３項１１号において，第二種社会福

祉事業として隣保事業（隣保館等の施設を設け，無料又は低額な料金でこれを
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利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図る

ための各種の事業を行う）の実施が定められていることから，被告らは，近隣

地域住民の代表として隣保館である本件各センターについて私権の設定が認め

られると主張する。しかし，上記規定は，第二種社会福祉事業に含まれる隣保

事業の定義を定めたものにすぎない上，同号にいう隣保館等の施設の利用は，

近隣住民による公の施設としての隣保館等の利用を規定したものであり，同施

設に対する私権の設定を想定したものとはいえず，行政財産に対して私権の設

定を禁じた地方自治法（平成１８年法律第５３号による改正前のもの。）２３

８条の４第１項の規定を排除する趣旨を含むと解することはできない。被告ら

の上記主張は失当である。

また，被告らは，行政財産と普通財産の区別は相対化しており，行政財産に

ついても，原則として私権の設定が認められると解すべきであると主張する。

しかし，これは，地方自治法２３８条の４第１項の明文に反するものであり，

解釈として失当である（被告らがその主張の根拠として引用する論文（乙３０，

３１）はいずれも立法論として，同項の規定の見直しを論ずる趣旨と解され

る。）。

被告らは，本件各合意が地方自治法２３８条の４第２項４号に基づくもので

あるとも主張する。しかし，同号は，平成１８年法律第５３号による地方自治

法の改正により定められた規定であり（施行日は，平成１９年３月１日（平成

１９年政令第３２号）である。），被告らが本件各合意がされたと主張する時

点（平成１２年）において同号は未施行であった以上，本件各合意が同号に基

づくものであることはあり得ず，被告らの上記主張も失当である。

このように，本件各合意は，仮にそれがされたとしても，違法無効というべ

きであるから，本件各合意を占有権原とする被告らの前記主張は理由がない。

２ 争点(2)（本件各不許可処分の違法性）について

被告らは，本件各不許可処分が適法であることが本件明渡請求の前提要件で
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あると解した上で，本件各不許可処分は違法であるから，本件明渡請求は理由

がないと主張する。しかし，本件明渡請求は，所有権に基づく返還請求権とし

ての建物明渡請求であるから，本件各不許可処分が適法であることがその前提

要件であるとは解せない。また，仮に，本件各不許可処分が違法であったとし

ても，これにより被告らの占有が直ちに適法（占有権原を有するもの）になる

とも解せない。したがって，被告らの前記主張は失当である（もっとも，本件

各不許可処分が違法であることは，本件明渡請求が信義則に反することの評価

根拠事実の１つにはなり得る。）。

３ 争点(3)（信義則違反）について

被告らは，本件各不許可処分が違法であること，現状の利用形態が継続する

ことに対する合理的期待が高度に存することから，原告の本件明渡請求は信義

則に反すると主張するので，以下検討する。

(1) 本件各不許可処分が違法であるか否かについて

ア 確約の法理について

被告らは，行政庁が私人とある行政行為をする合意をしたときには，そ

の裁量権が付与された趣旨に反しない限り，当該合意に法的拘束力が認め

られるという確約の法理が解釈上認められることを前提とした上で，本件

各合意に反する本件各不許可処分は違法であると主張する。しかし，仮に

原告が，大阪府連及び被告らとの間で，行政財産である本件各事務室部分

を被告らに継続的に貸し付けることを内容とする本件各合意をしたとして

も，それが違法無効であることは前記のとおりであるから，確約の法理を

適用する前提を欠くというべきである。したがって，本件各合意が有効で

あることを前提として確約の法理の適用を主張する被告らの前記主張は理

由がない。

イ 本件各不許可処分における裁量権の逸脱濫用の有無について

(ア) 地方自治法２４４条の規律に服するか否かについて
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被告らは，裁量権の逸脱濫用を主張する前提として，本件各事務室部

分の使用関係は，地方自治法２４４条の規律に服すると主張するので，

検討する。

ａ 同法２４４条２項は，「公の施設」について，普通地方公共団体が

正当な理由のない限り，住民の利用を拒んではならないと規定するが，

これは，住民がその所属する普通地方公共団体の提供する役務をひと

しく受ける権利を有すること（同法１０条２項）に鑑み，行政財産の

うち，住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供された公の施

設について，住民の自由な利用を保障した点にあると解される。

この趣旨に照らせば，同法２４４条２項の規律に服するのは，住民

の利用に供するための施設を，その設置目的に基づいて使用する場合

に限られ，それ以外の場合には，同法２３８条の４第７項の目的外使

用許可の問題として処理するのが相当である。そして，公の施設の設

置及び管理権限は普通地方公共団体の長にあり（同法１４９条７号），

公の施設に関する事項は，原則として条例で定めるとされている（同

法２４４条の２第１項）ことからすれば，当該施設が住民の利用に供

されるためのものか否かは，当該施設に関する条例の規定や当該施設

の使用・管理の実情などを考慮して判断すべきであり，この判断は，

当該施設のある建物（本件では，本件各センター）全体についてでは

なく，当該施設（本件では，本件各事務室部分）ごとに行うべきであ

る。

ｂ そこで，このような観点から，本件各事務室部分が住民の利用に供

するためのものであるか否かを検討する。

（ａ）証拠（甲１９，乙８の１）及び前提事実によれば，以下の事実が

認められる。

i 本件各センターの設置及び管理に関する事項に関して，人権文化
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センター条例が制定されている。同条例において，本件各センタ

ーは，地域住民の自立支援及び自主的活動の促進に関する事業，

人権啓発及び人権に係る調査研究に関する事業，市民交流の促進

に関する事業及びその他市長が必要と認める事業を行うこと（同

条例３条），本件各センターの供用時間は，午前９時１５分から

午後９時１５分まで，本件各センターのうち，ホール，講堂，集

会室，研修室，会議室などの各施設部分（以下「本件各施設部

分」という。）の供用時間は，午前９時３０分から午後９時００

までであり，本件各施設部分を使用しようとする者は，指定管理

者の許可を受けなければならないこと（同条例５条１項，６条），

本件各施設部分を使用するためには，使用料（例えば，研修室は，

１室１日７６００円の範囲で市長が定める額）を前納しなければ

ならないこと（同条例１０条）が定められている。

ii 原告市民局のホームページには，本件各センターの貸室として，

ホール，集会室，会議室，学習室などが，一日当たりの使用料と

ともに記載されている。

iii 本件各センターには，本件各事務室部分を含む事務室が複数あ

るが，そのいずれも，上記条例における本件各施設部分やホーム

ページにおける貸室に含まれていない。

iv 原告は，本件各事務室部分について，１年単位の目的外使用許

可という上記条例に規定されていない形式で，被告らに継続的に

使用させてきた。

（ｂ）人権文化センター条例の上記各規定や本件各事務室部分の使用・

管理方法等に照らせば，本件各事務室部分を住民の利用に供するた

めの施設と認めることはできず，被告らの本件各事務室部分の使用

関係について，地方自治法２４４条の規律に服するものということ
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はできない。

これに反する被告らの主張は，理由がない。

(イ) 行政財産について目的外使用許可をするに当たっての裁量権につい

て

ａ 地方自治法２３８条の４第１項は，行政財産は，原則として，これ

を貸し付け，交換し，売り払い，譲与し，出資の目的とし，若しくは

信託し又はこれに私権を設定することができないとし，同条６項は，

これに違反する行為を無効とする。その一方，同条７項は，行政財産

は，その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可するこ

とができるとし，行政財産の目的外使用許可の制度を定めている。

目的外使用許可の制度が定められた趣旨は，行政財産が，本来，公

益を増進するという行政目的を達成するために用いられるべきもので

あることから，その使用による行政目的の達成を確保するとともに，

他方で，行政財産によっては，本来の用途又は目的外に使用させても，

その用途又は目的を妨げないばかりか，場合によっては，行政財産自

体の効用を高めることもあることから，当該目的以外の使用に供して

も本来の使用目的が阻害されない例外的な場合に，当該行政財産の効

率的な利用を可能にしようとした点にあると解される。

このような目的外使用許可の制度が定められた趣旨に加えて，行政

財産が，本来，行政目的達成のために使用されるものであり，地方自

治法も目的外使用許可について具体的な要件を定めることなく，「そ

の使用を許可することができる。」（同法２３８条の４第７項）とし，

同条９項は，行政財産の目的外使用許可をした場合において，公用若

しくは公共用に供するため必要を生じたときは，これを取り消すこと

ができるとしていることからすれば，普通地方公共団体の長は，当該

行政財産につき目的外使用許可の申請があったとしても，これを許可
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すべき義務を負うものではなく，当該行政財産の性質，これにより達

成しようとする行政目的の内容，公用又は公共用に供する必要の生ず

る見込み，当該許可をした場合に予想される支障の程度及び当該許可

の相手方が享受する利益の性質など諸般の事情を総合的に考慮してそ

の可否を判断することが予定されていると解すべきである。

そして，これを判断するに当たり，普通地方公共団体の長には要件

及び効果の双方において広い裁量があるというべきであり，目的外使

用の不許可処分が違法となるのは，普通地方公共団体の長がかかる裁

量権を逸脱濫用した場合に限られ，裁量権の行使が逸脱濫用に当たる

か否かの司法審査においては，その判断が裁量権の行使としてされた

ことを前提とした上で，その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠

くところがないかを検討し，その判断が重要な事実の基礎を欠くか，

又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限

って，裁量権の逸脱又は濫用として違法となると解すべきである。

ｂ 被告らは，本件各事務室部分を被告らの支部事務所として利用する

ことが本件各センターの設置目的に適合していることから，本件各不

許可処分の大阪市長の裁量は地方自治法２４４条２項の規定に準じて

収縮され，正当な理由のない限り行政財産の使用の不許可処分をする

ことはできないと主張する。

しかし，前記のとおり，同条項の趣旨は，住民の利用が予定された

施設について，住民の自由な利用を保障した点にあると解されるので

あり，このような施設ではない本件各事務室部分の利用には妥当しな

い（もっとも，当該行政財産の利用が当該財産の設置目的に適合して

いることは，当該裁量権の逸脱濫用の評価根拠事実の１つにはなり得

る。）。

したがって，被告らの前記主張は採用できない。
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(ウ) 本件各不許可処分が裁量権の逸脱濫用といえるか否かについて

ａ 争いのない事実，前記前提事実，証拠（後掲）及び弁論の全趣旨に

よれば，以下の事実を認めることができる。

（ａ）被告らの活動状況と本件各センターの歴史

i 被告Ａ支部とＡセンター（甲１８，弁論の全趣旨）

Ａ市民館は，昭和３６年に建設され，被告Ａ支部は，そのころ

結成され，Ａ市民館内を活動拠点にして，Ａ地区の環境改善や差

別撤廃に向けた取り組みを行った。Ａ地区の住民にとっては，Ａ

市民館に行けば被告Ａ支部に相談をもちかけることができ，原告

もＡ支部を通じてＡ地区住民の声を拾い上げ，これを同和事業の

実施に反映させることができた。

被告Ａ支部は，Ａ市民館が昭和４５年４月にＡ解放会館に名称

変更された後も，Ａ保育所・Ａ湯やトラコーマ（仮設）診療所の

開設，部落解放Ａ地区総合計画の策定，Ａ地区消費生活協同組合

設立等の活動及び部落差別撤廃の活動を原告の同和行政と共同し

て行っていた。

被告Ａ支部は，Ａ解放会館が平成１２年４月にＡセンターに名

称変更された後も，Ｉ・東人権フェスティバル，世界人権宣言大

阪・東連絡会議，いくえ人権教育ネットワーク，Ｊ区学校施設設

備改善要求推進委員会，Ａ地区フィールドワーク等の活動を行い，

部落差別のみならず，外国人差別など他の人権問題や環境問題，

労働問題など数多くのテーマを取り上げて人権啓発活動を行って

いる。

ii 被告Ｂ支部とＢセンター（甲１８，弁論の全趣旨）

被告Ｂ支部は，昭和３１年に結成され，Ｂ隣保館は，昭和３５

年に建設された。それ以来，被告Ｂ支部は，Ｂ隣保館内を活動拠
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点にして，差別解消のために運動を展開した。Ｂ隣保館は，Ｂ地

区の財産としての「青年会館」を改修して建築されたものであり，

原告が用地を取得し，建物及び設備の費用を助成して建築された

ものであり，その運営は，昭和３６年に設立された財団法人Ｂ隣

保館によって行われた。

被告Ｂ支部は，Ｂ隣保館が昭和４５年４月にＢ解放会館に名称

変更された後も，Ｂ解放会館を拠点として，狭山部落差別裁判糾

弾闘争の支援，部落解放基本法の制定運動をしたり，事業として

は，Ｂ地区総合１０カ年計画実行本部を設置し，町づくりの計画

を推進し，Ｂ地区における部落解放運動や事件問題をテーマにし

た全体会・分科会を開催し，人権啓発事業も展開した。Ｂ解放会

館は，平成７年まで，財団法人Ｂ隣保館による運営が続けられ，

その後，原告が運営するようになり，これに伴い，被告Ｂ支部は，

Ｂ解放会館内に支部事務所を設置し，上記活動を継続した。

被告Ｂ支部は，Ｂ解放会館が平成１２年４月にＢセンターに名

称変更された後も，地域医療の推進，福祉運動の展開，公共施設

の積極的な利用，各館連絡会（人権文化センター・青少年会館・

総合福祉センター・保育所・Ｂ支部・Ｂ人権協会）や五者連絡会

（Ｂ支部・Ｂ人権協会・財産法人Ｂ隣保館・自治会・社会福祉法

人ライフサポート協会）による連携強化，地域活性化推進協議会

の開催及び相談事業の実施等の活動を行っている。

iii 被告Ｃ支部とＣセンター（甲１８，弁論の全趣旨）

被告Ｃ支部は，昭和４７年１月２５日に結成され，解放会館が

設立されるまでの措置として同年５月２０日に設立された仮設解

放会館に支部事務所を置き，部落差別解消のための活動を行い，

昭和５２年にＣ解放会館が建設されたことに伴い，支部事務所を
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Ｃ解放会館に移し，地区住民に対して学習会，人権相談，講演会

を行ったり，部落解放Ｃ地区研究集会を開催して部落差別につい

て学んだり，Ｃ解放教育実践交流会を開催する等の活動を行った。

被告Ｃ支部は，Ｃ解放会館が平成１２年４月にＣセンターに名

称変更された後も，Ｃセンターの貸室事業の宣伝普及や，Ｃセン

ターの意義や被差別部落の歴史などについて話をし，Ｃセンター

の利用を通じて被差別部落を知ってもらうことができるような活

動を行っている。

iv 被告Ｄ支部とＤセンター（甲１８，弁論の全趣旨）

被告Ｄ支部は，昭和２８年に結成された部落解放委員会Ｄ支部

が昭和３０年に名称変更された組織であり，Ｄ地区内での文化温

泉建設運動，共同水道設置運動及び住宅要求などの運動を行った。

被告Ｄ支部は，昭和３９年９月に大阪市立Ｋ市民館が建設された

ことに伴い，同市民館に支部事務所を設置した。

被告Ｄ支部は，上記Ｋ市民館が昭和４５年４月にＤ解放会館に

名称変更された後も，地域の相談活動や被差別部落解消のための

活動を行った。

被告Ｄ支部は，Ｄ解放会館が平成１２年４月にＤ人権文化セン

ターに名称変更された後も，被差別部落問題の解消のためだけで

なく，人権尊重社会の実現のための活動，住民主体のまちづくり

及び教育分野，就労分野，福祉分野における活動等を行っている。

（ｂ）同和政策の経過について（乙１５，１６，３３，弁論の全趣旨）

i 国において，昭和４０年８月に同和対策審議会答申が出され，昭

和４４年に１０年間の時限法として「同和対策事業特別措置法」

（以下「同対法」という。）が制定され，全国的に本格的な同和

事業が取り組まれることとなった。同対法は３年間延長されたが，
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その後，同対法の枠組みを基本的に引き継いだ「地域改善対策特

別措置法」（以下「地対法」という。）が昭和５７年に５年間の

時限法として制定された。さらに，昭和６２年には，５年間の時

限法として「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置

に関する法律（以下「地対財特法」という。）が制定された。地

対財特法は，平成４年と平成９年にそれぞれ５年間延長された後，

平成１４年３月３１日をもって失効した。

ii 原告において，昭和３８年１１月に「同和対策その他，地区改

善対策に関する事項の調査・審議及び市長に対する意見の具申に

関する事務」を担当する付属機関として大阪市地区改善対策審議

会が設置され，同審議会は，昭和４１年１０月に大阪市同和対策

審議会に改組された。大阪市同和対策審議会は，昭和４３年１０

月に「大阪市同和地区の長期計画樹立のための基本構想につい

て」を答申し，同和問題の解決に向け，具体的施策を求めた。ま

た，昭和４６年には，同和対策の推進にかかる重要事項の調査審

議を行うため「大阪市同和対策推進協議会」が設置された。

原告は，上記地対法，地対財特法及び上記審議会等の答申に基

づいて，同和地区の生活環境の改善や地域住民の自立・自覚を促

進するとともに，地域におけるセンターとしての解放会館をはじ

めとする各種地区施設を整備するなど同和問題の早期解決を目指

して特別対策を実施した。

iii 地域改善対策協議会は，国に対する平成８年５月１７日付けの

「地域改善対策協議会意見具申」において，「四半世紀にわたっ

て同和地区，同和関係者に対象を限定した特別対策を実施」した

結果，「物的な生活環境をはじめ様々な面で存在した較差が大き

く改善され」，「物的な基盤整備はおおかた完了したとみられ」，
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総合的にみれば，「これまでの特別対策は現行法期限内におおむ

ねその目的を達成できるものと考える。」とした上で，「今後の

施策の基本的な方向」として，「特別対策は，事業の実施の緊要

性等に応じて講じられるものであり，状況が整えばできる限り早

期に一般対策へ移行することになる。このようなことから，従来

の対策を漫然と継続していたのでは同和問題の早期解決に至るこ

とは困難であり，これまでの特別対策については，おおむねその

目的を達成することができることから，現行法の期限である平成

９年３月末をもって終了することとし，教育，就労，産業等の残

された課題については，その解決のため，一般対策に工夫を加え

つつ対応するという基本姿勢に立つべきである」とした。

これを受けて国は，地域改善対策特定事業の一般対策への円滑

な移行に関する方策として，平成９年度以降５年間に限り，指定

の事業について，財政上の特別措置を行うための法的措置や一般

対策に工夫を加えるための行政的措置を講じるとともに，その他

の事業については，一般対策で行う等の方針を示す「同和問題の

早期解決に向けた今後の方策について」（政府大綱）を閣議決定

した。

iv 大阪市同和対策推進協議会は，平成９年１月２２日付けの「大

阪市における今後の同和行政のあり方について（意見具申）」

（乙１５）において，「同和対策は本来，一般施策で当然実施さ

れるべき性質のものであるが，それが実質的に行われなかったこ

とから，一般施策を補完するものとして，特別措置を含めて実施

されてきたところであり，平成４年の『大阪市における同和行政

のあり方について』の意見具申が『同和行政にかかわる事業は特

別対策として永続的に行われるべきものでない』と指摘している
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ことや前記のような国の動向を勘案すると，今後の同和行政は，

一般施策を有効・適切に活用することによって，残された課題の

解決にあたることを基本方針として進めるべきである」とし，

「これまでの特別措置については，今後，国の新たな法的措置に

あわせ，施策の目的の達成状況，並びに一般施策の内容の充実度

に応じ，これまでの同和対策による成果を損なうことがないよう

配慮のうえ，廃止あるいは統合し，また，一般施策に移行するこ

と等を基本として進めるべきである」とした。

v 大阪市同和対策推進協議会は，平成１３年１０月３０日付けの

「大阪市における今後の同和行政のあり方について（意見具

申）」（乙１６）において，同和問題解決のための施策の方向と

して，「同和対策事業は，本来，一般施策で実施すべきものであ

るが，地区の環境改善や地区住民の生活向上が緊急の課題であっ

たこと，また，こうした課題に一般施策が十分対応できなかった

ことから，これまで地区や地区住民を対象に特別措置として実施

してきたものであり，地区の環境改善や住民の生活の向上に極め

て大きな役割を果たしてきた。これまで大阪市においては，同和

問題の解決を市政の重要な課題として取組んできた結果，環境改

善を中心とする特別措置による物的事業は完遂する状況にあり，

同和地区のかつての劣悪な住環境は基本的に解消されたといえる

ことから終了すべきである。また，個人給付事業についても，従

来の対策を漫然と継続していたのでは同和問題の早期解決は困難

であるとの指摘もあり，また，同和地区住民が一律に低位な生活

実態ではなくなってきたこと，施策ニーズが多様化し，当初のニ

ーズが低下してきたことや一般施策の充実などにより所期の目的

を達成したといえるので廃止すべきである。さらに，地対財特法
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が失効し，特別措置法に基づく同和対策事業の前提となるいわゆ

る「地区指定」はなくなることになる。また，同和地区における

住民の流出入の多さ，とりわけ同和地区外からの来住者の増加は，

地域を限定した住民に対する一律の施策の実施そのものの困難さ

を示すものといえる。したがって，平成１４年３月末の現行法期

限をもって，同和地区および同和地区住民に限定した特別措置と

しての同和対策事業は廃止すべきであり，今後の残された課題の

解決については，一般施策での対応を検討する必要がある。」と

した。

（ｃ）解放会館及び人権文化センターのあり方について

i 大阪市地区改善対策審議会は，昭和４０年１２月４日付けの「同

和地区における隣保館（市民館）の建設運営に関する中間答申」

において，「同和地区における隣保館は，同和問題の根本解決の

ための拠点であって，単なる社会福祉施設ではない。同和地区に

おける隣保館は，地区を対象とした『総合的社会福祉施設』であ

るとともに，住民の自主的な組織活動の拠点でもある。」とした

（乙９）。

ii 大阪市同和対策審議会は，昭和４３年１０月１７日付けの「大

阪市同和対策審議会答申」において，「隣保館（市民館）を地区

における総合対策の場として位置付けることが必要であり，また，

隣保館（市民館）の活動を活発化するためには，地区住民との信

頼関係をより深くすることが不可欠の条件である。同和問題解決

のためには，地区の社会構造の改善，地区住民の自立意識の向上

をはかることが必要であり，そのためには，自己をとりまく社会

についての地区住民の認識を深めるための社会教育が，隣保館

（市民館）を中心として積極的に行われることが期待される。」
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とした（乙１０）。

iii 大阪市同和対策推進協議会は，昭和５０年８月１１日付けの

「意見書（大阪市同和対策長期計画樹立のための基本構想につい

て）」において，解放会館について，「基本的人権尊重の精神に

基づき，地区住民の社会的・文化的・経済的生活の向上をはかり，

同和問題をすみやかに解決する総合センターとするとともに，行

政政策の円滑な推進が具現しうるよう，解放会館の質的強化をは

かること」，「部落解放を指向し，かつ，地区住民の生活要求に

即した基礎知識や教養を身につけうる機会を提供するとともに，

地区内関係諸団体と話し合い，要求を組織化して，住民自らが実

践活動を行いうるようにすること」とした（乙１１）。

iv 大阪市同和対策推進協議会小委員会は，平成元年９月２２日付

けの「同和地区解放会館及び同和地区青少年会館の利用促進につ

いての提言」において，解放会館について，「その設置目的・趣

旨を踏まえ，広く地区住民のニーズに等しく応え得るよう，財政

措置を含めた条件整備を行い，一層の利用促進に努めること」，

「地区内外住民の利用と社会的交流を促進し，交流等を通じて，

広く周辺地域住民の同和問題に対する理解と認識を深めるための

啓発活動の推進を図るため，周辺地域住民の参加を求めた事業を

積極的に行うこと」とした（乙１３）。

v 大阪市同和対策推進協議会は，平成４年３月３１日付けの「大阪

市における同和行政のあり方について（意見具申）」において，

地区施設のあり方について，上記 の「提言の趣旨を踏まえ，地ⅳ

区住民に等しく開かれた公平な運営について特に留意するととも

に，その機能の充実と活性化を図るほか，運営委員会に周辺地域

住民の参加を求めるなど，周辺地域住民との交流とコミュニティ
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づくりの拠点としての条件整備に力を注ぐべきである。」とした

（乙１４）。

vi 大阪市同和対策推進協議会は，平成９年１月２２日付けの「大

阪市における今後の同和行政のあり方について（意見具申）」に

おいて，解放会館をはじめとする各種地区施設のあり方について，

「人権尊重の社会的気運の高まりの中で，周辺地域住民を対象と

した同和問題をはじめとする人権問題の学習・啓発・情報発信の

拠点となる地域の人権啓発センターとしての機能と，住民交流の

拠点となるコミュニティセンターとしての機能を発揮すべきであ

る。このような観点から，そのあり方を検討すべきである。その

ほか，各種地区施設の運営形態にはそれぞれ差異はあるが，今後

は同和問題解決の視点を踏まえつつ，施設の一般利用がさらに推

進され，より効果的に機能を発揮できるように務めるとともに，

そのあり方を検討すべきである。」とした（乙１５）。

vii 原告は，原告が平成１１年ころ作成した「解放会館のあり方に

ついて（案）」において，「人権行政の時代における解放会館は，

一般施策を活用する自立支援センター，人権啓発・住民交流の拠

点施設として地区内外に開かれたコミュニティセンターの機能を

発揮し，地区住民の拠点施設にとどまらず広く市民が利用する施

設へ移行することににより，人権行政の重要な一翼を担うことと

なる。」とした（乙１７）

（ｄ）被告らの上部組織である大阪府連と原告は，平成１１年１０月１

９日，同年１２月３日，平成１２年１月２０日，解放会館の名称の

変更等の今後の解放会館のあり方について協議を行った。原告は，

これらの協議において，「解放会館のあり方について（案）」と題

する書面（乙１７），「解放会館の今後のあり方（案）」と題する
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書面（乙２２），「解放会館のあり方（基本事項）・改正のポイン

ト」と題する書面（乙２４［２～３丁］）に基づいて，大阪府連に

解放会館のあり方等を説明し，協議を行った（弁論の全趣旨）。

上記各書面には，解放会館の今後のあり方の基本事項として，支

部事務所については，暫定的に目的外使用許可を行うと記載されて

いる（乙１７，２２，２４）。

（ｅ）原告監査委員は，平成１８年５月２４日，平成１７年度定期監査

等結果報告において，「部落解放同盟大阪府連合会各支部事務所に

ついては，人権文化センター（当時解放会館）が設置されて以来，

長年にわたり無償で使用されてきたことを考慮し，使用料の１／２

の減免により目的外使用許可を認めているが，広く一般の利用に供

する市民利用施設という性質に鑑み，使用許可の見直しについて早

急に検討されたい。」との監査の結果に関する報告をした（甲６）。

（ｆ）大阪市地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会は，平成１

８年８月３１日，部落解放同盟大阪府連地域支部事務所については，

外部への移転が望ましいとの意見をとりまとめた（甲７）。

ｂ 以上を前提に本件各不許可処分が大阪市長の裁量権の逸脱濫用とい

えるか否かを検討する。

（ａ）本件各センターの設置目的は，基本的人権尊重の精神に基づき，

歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地

域の住民の福祉の向上並びに市民に対する人権啓発の推進及び市民

交流の促進を図り，もってすべての人の人権が尊重される社会の実

現に寄与することを目的とし（人権文化センター条例２条），その

事業は，地域住民の自立支援及び自主的活動の促進に関すること，

人権啓発及び人権に係る調査研究に関すること，市民交流の促進に

関すること等を行うものとされている（同条例３条）。そして，被
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告らは，部落差別から部落民衆を解放すること等を目的とする団体

であり（前記第２の１(1)ア～エ），地域住民に対する相談活動，地

域住民の福祉向上のための活動，部落差別や外国人差別などについ

ての人権啓発活動等を行っていること（前記第３の３(1)イ(ウ)ａ

（ａ））からすれば，被告らの活動は，本件各センターの設置目的

及び事業に沿うものといえる。

しかし，同和政策は，昭和４４年に１０年間の時限法（後に３年

間延長）として同対法，昭和５７年に５年間の時限法として地対法，

昭和６２年に５年間の時限法として地対財特法（平成４年と平成９

年にそれぞれ５年間延長）という特別法が制定された上で，特別対

策として物的な生活環境の改善を図るべく行われてきたこと（同

（ｂ）i ii），平成８年５月には，国において，同和地区，同和関

係者に対象を限定した特別対策の結果，その目的は概ね達成され，

一般施策の中で同和問題の解決が図られるべきであるとされたこと

（同iii），平成９年に地対財特法が５年間延長されたのは，従来の

特別対策から一般政策への移行を円滑に行うことを目的としており，

指定の事業以外は，一般対策で行うことが基本方針とされたこと

（同iii），平成９年１月には，大阪市同和対策推進協議会において

も，今後の同和政策は，一般施策を有効，適切に活用することを基

本方針とし，特別措置については，廃止あるいは統合し，一般施策

に移行することを基本として進めるべきであるされたこと（同 ），ⅳ

平成１３年１０月には，同協議会において，平成１４年３月末の地

対財特法の失効後は，同和地区及び同和地区住民に限定した特別措

置としての同和対策事業は廃止すべきであり，残された課題につい

ては，一般施策での対応を検討すべきであるとされたこと（同 ），ⅴ

地対財特法は，平成１４年３月３１日に失効したことなどからすれ
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ば，現在における同和政策については，同和地区ないし同和地区住

民に対する特別政策という形ではなく，広く一般市民を対象とする

一般施策の一環として対応することが地対財特法等の予定するとこ

ろといえる。

そして，人権文化センターないし解放会館の位置付けについて，

昭和４０年ころから昭和５０年ころまでは，解放会館は，同和問題

の根本解決のための拠点であり，地区における総合対策の場であり，

地区を対象とした総合的社会福祉施設として位置付けられていたこ

と（同（ｃ）i ii iii），平成元年ころから平成４年ころには，地

区住民のための施設であるとともに地区周辺地域住民との交流とコ

ミュニティ作りのための拠点として位置付けられるようになったこ

と（同iv v），平成９年ころから平成１１年ころには，地区住民の

拠点施設にとどまらず，周辺地域住民を対象とする人権啓発センタ

ーの機能と住民交流のコミュニティセンターとしての機能を有する

広く市民が利用する施設として位置付けられるようになったこと

（同vi vii），平成１２年４月１日には，解放会館から人権文化セ

ンターに名称が変更され，その設置目的・事業内容について，解放

会館の設置目的が同和地区住民の社会的，文化的，経済的生活の向

上を図り，同和問題の速やかな解決に資することであり，その事業

内容も，同和問題の調査，研究や地区住民の各種講習，相談及び指

導や地区住民の自主的組織活動の促進に関すること等とされていた

（人権文化センター条例２条，３条）のに対して，人権文化センタ

ーの設置目的は，一定の地域の住民の福祉の向上だけでなく，市民

に対する人権啓発の推進及び市民交流の促進を図り，もって人権尊

重社会の実現に寄与することとされ，その事業内容も地域住民の自

立支援等の促進だけでなく，人権啓発及び人権に係る調査研究や市
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民交流の促進とされ（人権センター条例２条，３条），その設置目

的・事業内容も変更されたことなどからすれば，人権文化センター

は，同和地区住民のための施設ではなく，一般施策を活用する自立

支援センター，人権啓発・住民交流の拠点として地区内外に開かれ

たコミュニティセンターというべきであり，広く市民が利用するこ

とを予定した施設といえる。

以上のように，同和政策が特別対策から一般施策として行われる

ようになり，それとともに人権文化センターの位置付けも広く一般

市民が利用することを予定した施設になったことからすれば，その

一室である本件各事務室部分を部落差別から部落民衆を解放するこ

とを目的として活動する特定の運動団体である被告ら（前記第２の

１(1)ア～エ）の支部事務所として利用させることは，現在の同和政

策のあり方と矛盾するだけでなく，広く一般市民の利用を予定する

本件各センターの目的ないしそのあり方に反する。

そして，平成１７年度定期監査等結果報告及び大阪市地対財特法

期限後の事業等の調査・監理委員会の提言も上記と同じ趣旨である

から，大阪市長が上記監査等結果報告及び提言を本件各不許可処分

における考慮要素としたことは合理的である。

（ｂ）被告らは，大阪市長は，被告らに対して一度も退去要請やそれに

向けた協議をしておらず，本件各センターの一部を支部事務所とし

て使用してきた歴史的経緯や本件各合意があったことを考慮してい

ないことから，本件各不許可処分は，考慮すべき事項を考慮してい

ないと主張する。

しかし，原告と被告らの上部組織である大阪府連は，平成１１年

１０月１９日，同年１２月３日，平成１２年１月２０日に解放会館

の今後のあり方についての協議を行い，その際，原告が持参した資
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料には，支部事務所については暫定的に目的外使用許可と記載され

ており，原告の担当者は目的外使用許可について説明したこと（前

記第３の３(1)イ(ウ)ａ（ｄ）），原告は，大阪市財政総務委員会等

において，一貫して，特定の運動団体である被告らの支部事務所が

本件各センターにあることは好ましくなく，その見直しの協議を継

続している趣旨の陳述をしており，大阪市財政総務委員会は，非公

開ではあるものの，モニターを通じて別室で傍聴ができ，その議事

録は３か月から５か月後に公開されていたこと（乙３９，４０，弁

論の全趣旨），被告らと部落解放同盟Ｌ支部以外の大阪府連の支部

は，その支部事務所を各人権文化センターから他に移し，同センタ

ーから退去していること（乙３９）からすれば，原告は，本件各不

許可処分以前に，大阪府連や被告らに対して，退去要請及び退去に

向けた継続的な協議を行っていたことが認められる。また，そもそ

も行政財産は，行政目的達成のために利用されるべき財産であるこ

とからすれば，従前の歴史的経緯として，その使用が認められてい

たことから，直ちにそれと異なる扱いをすることが裁量権の濫用と

なるものではない。むしろ，行政財産である本件各センターの一部

を長年にわたり，特定の運動団体である被告らの支部事務所として，

目的外使用許可という手続すら採ることなく平成１２年まで使用さ

せていたというその歴史的経緯自体，少なくとも法的観点からは，

正当化することはできない（なお，大阪市議会等において，遅くと

も平成元年，平成４年，平成９年に被告らが解放会館を無償で使用

していることが問題となり，審議されている（乙４０）。）。

加えて，前記のとおり，同和政策を特別対策としてするのではな

く，一般施策として実施する基本方針が定められたこと（前記第３

の３(1)イ(ウ)ａ（ｂ）iii～v），それに伴い，解放会館ないし本件
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各センターの位置付け，具体的な設置目的及び事業内容も変更され

たこと（同（ｃ）vi vii）からすれば，現時点において，従前の歴

史的経緯を重視する必要性は低い（しかも，大阪市長は，平成１２

年１０月１日から平成１９年３月３１日まで目的外使用の許可を継

続しており，これは上記同和政策や本件各センターの位置付け等が

変更されたが，従前の歴史的経緯から直ちに退去できない被告らに

対する猶予期間と解することができ，大阪市長は，本件各不許可処

分をするに至るまで，従前の歴史的経緯を十分に踏まえてもいたと

いえる。）。

そして，仮に本件各合意がされていたとしても，それが違法，無

効であることは前記のとおりであるから，これを考慮しないことが

大阪市長の裁量権の逸脱濫用を基礎付けることにはならない。

したがって，被告らの前記主張は理由がない。

（ｃ）被告らは，本件各不許可処分は，①被告らが原告と共同して，エ

セ同和行為廃絶，人権啓発などの人権領域に関わる主要な団体や事

業体に協調的に参画して具体的協議，会議，企画等の活動を行って

いること，②被告らの中には本件各センター以外にその事務所とし

て利用できる場所が各地区内に存在しないものもあることを考慮し

ておらず，要考慮事項の考慮が不十分であるとも主張する。

しかし，被告らの活動が人権文化センターの目的に沿ったとして

も，その支部事務所をそこに設置することまでその目的に沿うこと

にはならず，かえって，その目的に反することは前記のとおりであ

る。したがって，被告らの上記活動を積極的に考慮したとしても本

件各不許可処分が不合理であるとはいえず，被告らの前記①の主張

は理由がない。

また，前記のとおり，大阪府連の各支部は，被告らとＬ支部を除
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き，支部事務所を各人権文化センターから他に移していることや本

件各事務室部分の面積（前記第２の１(3)ア(ア)，同イ(ア)，同ウ

(ア)，同エ(ア)）に照らせば，被告らの支部事務所を設置する場所

が各地区内に存在しないと認めることはできず，被告らの前記②の

主張も理由がない。

（ｄ）以上からすれば，大阪市長が平成１７年度定期監査等結果報告及

び大阪市地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会の提言並び

に本件各センターの性格を考慮して本件各不許可処分をしたことに

ついて，その判断が重要な事実の基礎を欠くとも，社会通念に照ら

し，著しく妥当性を欠くもともいえず，大阪市長において，裁量権

の逸脱又は濫用があったとはいえない。

(2) 被告らは，その歴史的経緯や本件各合意の存在から，被告らは本件各事務

室部分を使用することの合理的期待を有しており，本件明渡請求は信義則に

反するとも主張する。しかし，前記のとおり，本件において，その歴史的経

緯を正当なものとして評価できない上に，現在において，その歴史的経緯を

重視する必要性は低いこと，本件各合意は，仮にされていたとしても違法で

あることからすれば，被告らが本件各事務室部分を使用することの期待が合

理的なものとはいえない。被告らの上記主張は採用できない。

(3) 以上より，本件明渡請求が信義則に反するとはいえず，被告らの争点(3)

に係る主張は採用できない。

４ 争点(4)（損害額）について

(1) 使用料等相当額の損害について

前記前提事実及び証拠（甲１２）によれば，本件各事務室部分の１㎡当た

りの使用料は，本件事務室部分１が１か月１４３４．３円，本件事務室部分

２が１か月１２９０．３円，本件事務室部分３が１か月９９０．２円，本件

事務室部分４が１か月１１０１．５円であること，本件各事務室部分の面積
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は，本件事務室部分１が３７．７３㎡，本件事務室部分２が４０．３５㎡，

本件事務室部分３が５９．６４㎡，本件事務室部分４が６４．９６㎡である

こと（第２の１(3)ア(ア)，同イ(ア)，同ウ(ア)，同エ(ア)）が認められる。

そうだとすれば，本件事務室部分１～４の各使用料相当額（以下「本件各

使用料相当額」という。）は，本件事務室部分１～４の１か月当たりの使用

料に上記各面積を乗じた額（ただし，円単位未満は切り捨て）というべきで

あり，本件事務室部分１が５万４１１６円，本件事務室部分２が５万２０６

３円，本件事務室部分３が５万９０５５円，本件事務室部分４が７万１５５

３円であると認められる。そして，本件各使用料相当額は，実質的には，本

件各事務室部分を使用させたことに対する対価であり，消費税が課されると

解される（消費税法４条１項参照）ことからすれば，原告には，本件各使用

料相当額に消費税に相当する額を加えた額の損害が生じていると認められる。

したがって，被告らの本件各事務室部分の占有によって，原告には，本件

事務室部分１について１か月５万６８２１円，本件事務室部分２について１

か月５万４６６６円，本件事務室部分３について１か月６万２００７円，本

件事務室部分４について１か月７万５１３０円の各使用料等相当額の損害が

生じていると認められる。

(2) 光熱費相当額の損害

甲第１５号証によれば，本件各事務室部分の光熱費相当額は，本件事務室

部分１については１か月５８０２円，本件事務室部分２については１か月５

２４３円，本件事務室部分３については１か月７６９９円，本件事務室部分

４については１か月６２５２円を下らないと認められる。

(3) 以上より，被告らの本件各事務室部分の占有によって，原告には，本件事

務室部分１について１か月６万２６２３円，本件事務室部分２について１か

月５万９９０９円，本件事務室部分３について１か月６万９７０６円，本件

事務室部分４について１か月８万１３８２円の損害が生じていると認められ
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る。

５ 時機に後れた攻撃防御方法の申立てについて

原告は，第７回口頭弁論期日において，被告らの２００８年２月１２日付け

準備書面のうち平成１８年判決に関して主張する部分で乙第４１号証以下の書

証を引用して主張する部分及びＬ支部に関する部分は，時機に後れた攻撃防御

方法であると申し立てた。しかし，原告が指摘する被告らの上記各主張は，被

告らの従前の主張を補強する趣旨のものか，別件訴訟の原告側証人（証人Ｈ）

の供述（乙４０）を弾劾する趣旨のものである上，これらの主張の審理のため

に新たな期日を指定する必要があったものではないことからすれば，被告らの

上記主張は，訴訟の完結を遅延させるもとはいえず，原告の上記申立ては理由

がない。

６ 結論

よって，原告の請求はいずれも理由があるから認容し，主文のとおり判決す

る。

大阪地方裁判所第７民事部

裁判長裁判官 廣 谷 章 雄

裁判官 森 鍵 一
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裁判官 棚 井 啓


